
農泊をめぐる状況について

農林⽔産省
農村振興局都市農村交流課

令和５年１⽉１⽇時点



■農⼭漁村滞在型旅⾏「農泊」の推進について
○ 「農泊」とは、農⼭漁村地域に宿泊し、滞在中に地域資源を活⽤した⾷事や体験等を楽しむ「農⼭漁村滞在型旅⾏」。
○ 「農泊」の狙いは、宿泊・⾷事・体験など農⼭漁村ならではの地域資源を活⽤した様々な観光コンテンツを提供し、

農⼭漁村への⻑時間の滞在と消費を促すことにより、地域が得られる利益を最⼤化し、農⼭漁村の活性化と所得向上を
図るとともに、農⼭漁村への移住・定住も⾒据えた関係⼈⼝の創出の⼊り⼝とすること。

⽴ち寄るのみだと...
滞在時間︓短 →「通過型観光」
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都市部
ホテル

直売所
飲⾷店 等

宿泊
施設

農業体験
⾃然体験等

地域の利益の最⼤化
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「観光⽴国推進基本計画」 （平成29年3⽉28⽇閣議決定）
ウ 滞在型農⼭漁村の確⽴・形成

農泊ビジネスの現場実施体制の構築、農林漁業体験プログラム等の開発や古⺠家の
改修等による魅⼒ある観光コンテンツの磨き上げへの⽀援を⾏うとともに、関係省庁と
連携して、優良地域の国内外へのプロモーションの強化を図り、農⼭漁村滞在型旅⾏を
ビジネスとして実施できる体制を持った地域を平成32 年までに500 地域創出すること
により、「農泊」の推進による農⼭漁村の所得向上を実現する。

第３ ⾷料、農業及び農村に関し総合的活計画的に講ずべき施策
３.（1）②イ 農泊の推進
・農村の所得向上と地域の活性化を図るため、農泊を持続的なビジネスとして実施できる体制を持つ
地域を創出し、都市と農村の交流や増⼤するインバウンド需要の呼び込みを促進する。地域資源を活
⽤した⾷事や体験・交流プログラムの充実、利⽤者がストレスなくサービスを受けられる受⼊環境の
整備や利⽤者のニーズに対応した農泊らしい農家⺠宿や古⺠家等を活⽤した滞在施設の整備を進める
ほか、⽇本政府観光局（JNTO）等との連携による国内外のプロモーションや、専⾨家の派遣による
地域の課題に対応した現地指導等を実施する。

「⾷料・農業・農村基本計画」 （令和２年３⽉31⽇閣議決定）

○ 「観光⽴国推進基本計画」及び「農林⽔産業・地域の活⼒創造プラン」等の主要計画における施策的位置づけについ
ては以下のとおり。

「新しい資本主義実⾏計画」フォローアップ （令和４年６⽉７⽇閣議決定）
Ⅲ 政策の展開⽅向

７．⼈⼝減少社会における農⼭漁村の活性化

Ⅴ 具体的施策
９．⼈⼝減少社会における農⼭漁村の活性化

「農林⽔産業・地域の活⼒創造プラン」 （令和３年12⽉24⽇改訂）
（農林⽔産業・地域の活⼒創造本部決定）

〇 地域で受け継がれてきた「⾷」をはじめとする豊かな資源を活⽤して新たな需要を発
掘するとともに、地域の共同活動を⽀援し、地域全体担い⼿を⽀えることにより、農林
⽔産業の振興と地域の活性化を表裏⼀体で進めていく必要がある。

〈⽬標〉持続的なビジネスとして実施できる農泊地区を500地区創設

① 農泊、農福連携、ジビエ等の地域資源を活⽤した農⼭漁村イノベーション推進等による農⼭
漁村における所得と雇⽤機会の確保
・ 地域の⾷や景観を活⽤した⾼付加価値なコンテンツの開発、古⺠家等を活⽤した滞在施設

の整備等の観光コンテンツの質を向上
・ 農泊の魅⼒の国内外への情報発信や受⼊地域への農泊のビジネス化を働きかけるなど、政府

としてのメッセージを発信
・ 漁村において漁港ストックを最⼤限活⽤した「渚泊」を推進
・ 農観連携の推進協定に基づき、農⼭漁村の魅⼒と観光需要を結びつける取組を推進

Ⅲ．１．（１）デジタル⽥園都市国家の実現に向けた基盤整備
（デジタルによる中⼭間地等の⽣活環境整備・活性化）
・農⼭漁村発イノベーションのコーディネーターを派遣して、デジタル技術も活⽤し、2025年度
までにモデル事例を300事例創出する。2022年度に農泊の地域全体のデジタル技術を活⽤したサー
ビス向上や経営能⼒強化のための⼈材育成を⽀援する。⽇本型直接⽀払制度の集落戦略の2022年
度における集中的な策定を推進するとともに、中⼭間地域での就農希望者に対する畜産、林業も含
めた多様な複合経営に関する研修を⽀援し、2024年度を⽬途に、地域別のモデルを取りまとめ、
普及させる。
（２）②インバウンドの復活など地域の実情に応じた産業⽀援

（地域観光の復活に向けた⽀援）
・インバウンドの多様なニーズに対応するため、⽂化観光拠点整備、アート市場活性化、スポーツ
ツーリズム、農泊、ガストロノミーツーリズム、酒蔵ツーリズム等を⽀援する。また、コロナによ
る環境変化や旅⾏者の意識変化を踏まえ、サステナブルツーリズムやアドベンチャーツーリズムの
推進、スノーリゾート形成などアウトドア・アクティビティコンテンツの造成等を⽀援する。

「デジタル⽥園都市国家構想基本⽅針」 （令和４年６⽉７⽇閣議決定）

ⅱ多様な地域の資源を活⽤したコンテンツづくり等
（a）多様な地域の資源を活⽤したコンテンツづくり等
・農泊らしい農家⺠宿や古⺠家、地域の⾷⽂化、棚⽥や漁港といった多様な地域資源等観

光と異分野をつなぐ取組の推進や、訪⽇外国⼈のニーズに対応した魅⼒的な⾷体験及び
情報発信等、体験コンテンツの充実等を進める。

第３章 各分野の施策の推進
１．(5)④ⅰ地域資源を活⽤した農⼭漁村（むら）づくり
・農泊に取り組む地域を創出し、デジタルも活⽤した都市と農⼭漁村との交流や、ワー
ケーション等の新たな需要及び今後のインバウンド需要回復に向けた取組を促進するとと
もに、世界農業遺産・⽇本農業遺産の認知度向上及び次世代への継承を図るため、認定地
域での特産品及び観光におけるブランド⼒向上や、若年層における農業遺産の理解醸成に
取り組む。

「農泊」の施策的位置づけ及び⽬標

「経済財政運営と改⾰の基本⽅針」 （令和４年６⽉７⽇閣議決定）
第2章 2.（３）多極化・地域活性化の推進（観光⽴国の復活）

国際交通を⽀える航空・空港関連企業の経営基盤強化を図りつつ、インバウンドの戦略的回復に取
り組む。消費額増加や地⽅誘客促進のほか観光外交の推進のため、きめ細かなプロモーションを実施
し、ＣＩＱ等の受⼊環境の整備や⽔際対策、外国⼈観光客の⺠間医療保険への加⼊促進を進めつつ、
サステナブルツーリズムやアドベンチャーツーリズム、新たな観光コンテンツの創出、国⽴公園等の
滞在環境上質化、⾼付加価値旅⾏者の誘客、クルーズの再興と世界に誇るクルーズの拠点形成、カジ
ノ規制の実施を含めたＩＲ整備等を強⼒に推進する。
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．農⼭漁村発イノベーション推進事業（農泊推進型）
① 農泊推進事業

ア 農泊の推進体制整備や観光関係者とも連携した観光コンテンツの開発、Wi-Fi等の環境整備、新たな取組に
必要な⼈材確保等を⽀援します。
【事業期間︓上限２年間、交付率︓定額（上限500万円/年等）】

イ 実施体制が整備された農泊地域を対象に、インバウンド受⼊環境の整備やワーケーション受⼊対応、地元⾷
材・景観等を活⽤した⾼付加価値コンテンツ開発等を⽀援します。
【事業期間︓上限２年間、交付率︓1/2等】

② 広域ネットワーク推進事業
戦略的な国内外へのプロモーション、農泊を推進する上での課題を抱える地域への専⾨家派遣・指導、利⽤者の
ニーズ等の調査を⾏う取組等を⽀援します。
【事業期間︓１年間、交付率︓定額】

２．農⼭漁村発イノベーション整備事業（農泊推進型）
① 農泊の推進に必要な古⺠家等を活⽤した滞在施設、⼀棟貸し施設、体験・交流施設等の整備を⽀援します。

【事業期間︓上限２年間、交付率︓1/2（上限2,500万円※）】
（※ 遊休資産の改修︓上限5,000万円、市町村所有の遊休資産を宿泊施設として改修︓上限１億円）

② 地域内で営まれている個別の宿泊施設の改修を⽀援します。
（農家⺠泊から農家⺠宿へ転換する場合、促進費が活⽤可能）
【事業期間︓１年間、交付率︓1/2（上限1,000万円/経営者かつ5,000万円/地域）】

［お問い合わせ先］農村振興局都市農村交流課（03-3502-5946）

＜事業の流れ＞

インバウンド受⼊環境の整備

トイレの洋式化Wi-Fi環境の構築多⾔語への対応

課題に応じた専⾨家の派遣・指導

古⺠家等を活⽤した滞在施設の整備

地元⾷材・景観等を活⽤した⾼付加価値コンテンツの開発

＜対策のポイント＞
農⼭漁村の活性化と所得向上を図るため、地域における実施体制の整備、⾷や景観を活⽤した観光コンテンツの磨き上げ、ワーケーション対応等の利便性
向上、国内外へのプロモーション等を⽀援するとともに、古⺠家等を活⽤した滞在施設、体験施設の整備等を⼀体的に⽀援します。

＜事業⽬標＞
都市と農⼭漁村の交流⼈⼝の増加（1,540万⼈［令和７年度まで］）

（１②の事業）

（１①の事業）

（２の事業）

【令和５年度予算概算決定額 9,070（9,752）百万円の内数】

農⼭漁村振興交付⾦（農⼭漁村発イノベーション対策）のうち
農⼭漁村発イノベーション推進・整備事業（農泊推進型）

国

定額、1/2

中核法⼈等

地域協議会等
⺠間企業等

（都道府県、⼀般社団法⼈等）
1/2

定額
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※ 中核法⼈は、地域における宿泊、⾷事、体験等の中核
を担うとともに、地域全体のマーケティングやマネジ
メント等の協議会構成員間の調整を⾏う。

法⼈化された中核法⼈※を中⼼として、
多様な関係者がプレイヤーとして地域
協議会に参画し、地域が⼀丸となって
取り組む。
（構成員に農林⽔産業のいずれかに関わ
る者を含むこと）

農泊推進体制 ＜ ソフト対策 ＞
農泊実施体制等の整備

新たな取組に必要となる⼈材の雇⽤等に要する経費
を⽀援
※農泊推進事業と併せて実施すること

⼈材活⽤事業
事業実施期間︓上限2年間
交付率︓定額
上限︓1年⽬、2年⽬
とも250万円/年

＋

農泊経営の⾼度化

農泊地域⾼度
化促進事業

事業実施期間︓上限２年間
交付率︓①定額等

②③１/２
上限︓①200万円

②③100万円、150万円

○ 農泊の運営主体となる地域協議会等に対して、ソフト・ハード両⾯から⼀体的に⽀援を⾏う。
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議
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の
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宿泊施設等の充実
古⺠家等を活⽤した滞在施設、体験交流施設、農林
漁家レストラン等の整備に要する経費を⽀援

市町村・中核
法⼈実施型

事業実施期間︓上限2年間
交付率︓１/２
上限︓原則2,500万円（国費）

農家⺠泊経営者等が現在営んでいる宿泊施設の改修
に要する経費を⽀援
※農家⺠泊から旅館業法の営業許可を取得した農家⺠宿
に転換するための整備を⾏う場合、併せて転換促進費の
活⽤が可能（1経営者あたり最⼤100万円）

農家⺠泊経営
者等実施型

事業実施期間︓1年間
交付率︓１/２
上限︓1,000万円/経営者

（国費）
（1地域あたり5,000万円）

※以下２つの実施形態のうちいずれか。
＜ ハード対策 ＞

ホテル・旅館

ジビエ

農林漁業体験

スポーツ
アクティビティ

〇 このほか、国内外へのプロモーション事業を通じた
農泊地域の魅⼒発信を⾏い、農泊需要の喚起を推進

農家レストラン
古⺠家等を活⽤
した宿泊施設

廃校を活⽤した宿泊施設

市町村・中核法⼈

農家⺠宿・⺠泊

地域協議会との連携体

地域協議会

※⺠泊等の経営者が単独で
事業を申請することは不可

農泊推進事業
事業実施期間︓上限2年間
交付率︓定額
上限︓1年⽬、2年⽬
とも500万円/年

農泊をビジネスとして実施できる体制の整備、観光
コンテンツの磨き上げ等に要する経費を⽀援

ワークショップの開催、地域協議会の設⽴・運営、地域資源
を活⽤した体験プログラム・⾷事メニュー開発 等

① インバウンド対応

② ⾼付加価値化対応（⾷・景観）

「⾷」「景観」「ワーケー
ション」のうち、
⼀つのみ実施の場合

⇒上限100万円（国費）
⼆つ以上実施の場合

⇒上限150万円（国費）

Wi-Fi、キャッシュレス、多⾔語対応、トイレの洋式化、イン
バウンド向け⾷事メニュー開発 等

・地元⾷材を活⽤した⾷事メニュー開発
・景観・歴史・伝統⽂化等を活⽤した体験プログラム開発 等

③ ワーケーション対応
Wi-Fi、オフィス環境（机、椅⼦、アクリル板等）整備、企業
等への情報発信 等

※ ②③の助成額について

※当該事業による⽀援は１回限り。
また、 ①とそれ以外（②,③）の同時実施は不可。

完了後

※

農泊推進事業完了地区を対象に、集客⼒の向上や経営の安定等を図るための取組に要する経費を⽀援

市
町
村
・
中
核
法
⼈
等
の
取
組
へ
の
⽀
援

中核法⼈

交 通 業宿 泊 業 飲 ⾷ 業

農林⽔産業 ⼩売業（お⼟産等）

旅 ⾏ 業 ⾦ 融 業

■農⼭漁村振興交付⾦（農⼭漁村発イノベーション対策）のうち
【令和５年度予算概算決定額 9,070（9,752）百万円の内数】農⼭漁村発イノベーション推進・整備事業（農泊推進型）
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○ 農泊推進の取組状況①

農泊地域数（R3年度末時点累計）︓全国計 ５９９地域

北海道 45地域

関東 120地域
茨城県 ７ 栃⽊県 １１
群⾺県 １１ 埼⽟県 ６
千葉県 ２１ 東京都 ５
神奈川県１０ ⼭梨県 １２
⻑野県 １９ 静岡県 １８

東北 88地域
⻘森県 １２ 岩⼿県 １５
宮城県 ２５ 秋⽥県 １３
⼭形県 １１ 福島県 １２中国四国 89地域

⿃取県 ８ ⼭⼝県 ８
島根県 １５ 徳島県 ５
岡⼭県 １７ ⾹川県 ８
広島県 １６ 愛媛県 ６
⾼知県 ６

沖縄 11地域

近畿 53地域
滋賀県 ６ 兵庫県 ８
京都府 １３ 奈良県 １２
⼤阪府 ５ 和歌⼭県 ９

東海 39地域
岐⾩県 １６ 愛知県 ７
三重県 １６

北陸 60地域
新潟県 ２３
富⼭県 １０
⽯川県 １６
福井県 １１

九州 94地域
福岡県 １８ 佐賀県 ６
⻑崎県 １０ 熊本県 ２２
⼤分県 ８ 宮崎県 ７
⿅児島県２３

※農泊地域とは、農⼭漁村振興交付⾦による農泊推進の⽀援に採択された地域をいう。
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○ 令和３年度末時点において、全国599の農泊地域を採択し、地域⼀体となった農泊推進体制の整備、⾷や景観を活⽤した観光コンテンツの磨き上げ、
ワーケーション対応等の利便性向上、古⺠家等を活⽤した滞在施設、体験施設の整備等に取り組んでいるところ。

宿泊者数
・延べ宿泊者数は、平成29年度の約189万⼈泊から令和元年度には約589万⼈泊まで増加したものの、新型コロナウイルス感染症拡⼤

の影響により令和２年度には約390万⼈泊にまで減少。令和３年度は若⼲回復したものの、令和元年度と⽐較し２割減。
・インバウンドの割合は、令和元年度の6.4%に対して令和３年度は0.2%と回復していない状況。

宿泊施設 ・国が⽀援して整備した古⺠家は、平成29年度の11軒から令和３年度（累計）には108軒へ約10倍に増加。
・全体宿泊施設数における旅館業法等の許可を得ている施設の割合は平成29年度の63％から令和3年度では76％に増加。

古⺠家宿泊施設「美⼗⼋」
（京都府南丹市）

○ 農泊推進の取組状況②

古⺠家 それ以外

総宿泊施設数
8,016軒

（599地域）

472軒
（約6％）
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【参考】全国における延べ宿泊者数の推移

※観光庁宿泊旅⾏統計調査より積算
※R３年度実績（R４年１⽉から３⽉分）については速報値

93.6%
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R元年度及びR３年度におけるインバウンド
宿泊者数の割合

589.2万⼈泊
（515地域）

448.3万⼈泊
（599地域）

（206地域） （352地域） （515地域） （554地域） （599地域）

農泊地域の延べ宿泊者数の推移

インバウンド延べ宿泊者数国内延べ宿泊者数

R元年度 R３年度

国の⽀援で整備した宿泊施設数（累計）の推移 宿泊施設に占める
古⺠家の割合

総宿泊施設数の推移
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6,640

9,327

7,154
8,016

※簡易宿所の内、括弧書きは農林漁家⺠宿の割合
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英語対応ＨP
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体験・⾷事 ・農泊地域において提供する体験プログラム数は、平成29年度の2,374から令和３年度の8,185と約3.4倍に増加。
・⾷事メニュー数は、平成29年度の2,203から令和３年度の15,441と約7.0倍に増加。

利⽤者の
利便性の向上

・令和３年度末時点で農泊地域において
Wi-Fi環境や外国語対応などのインバウンドを含むアクセス環境整備について4割から6割の整備状況となっており、利便性向上の

ために更なる整備が必要。

農業／野菜収穫体験
（熊本県菊池市）

⾃然／沿岸トレイル
（岩⼿県釜⽯市）

⽂化／茶道体験
（⿅児島県出⽔市）

⾷／ほうとうづくり体験
（⼭梨県甲州市）

○ 農泊推進の取組状況③

（206地域） （515地域） （554地域） （599地域）（352地域）
（206地域） （515地域） （554地域）（599地域）（352地域）

体験プログラム数（全体）の推移 ⾷事メニュー数の推移

Wi-Fiの整備状況 洋式トイレの整備状況 外国語対応の整備状況※ ⽇本語でのOTA登録状況

※ 地域の宿泊施設において、1施設でも外国語パンフレット、
外国語案内表⽰、外国語ホームページを整備している地域数

57%43%

対応 ⾮対応

47%53%

対応 ⾮対応

61%

39%

対応 ⾮対応

40%

60%

対応 ⾮対応

Wi-Fi環境の整備
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・プロデューサー、経営などに精通した地域リーダーの育成
・泊⾷分離による受⼊側の負担分散化、空き家等の地域の
遊休資産を活⽤にもつながる可能性のあるアルベルゴ・ディ
フーゾ（AD)や、農業者に裨益するアグリツーリズモの取組へ
の注⽬の必要

・ストーリー性、限定性や希少性のあるコンテンツの提供。
・物販、SDGｓ、アドベンチャー等のテーマを設定したコン
テンツの提供。個⼈旅⾏に対応した⽀援。

多様な地域資源の更なる活⽤に関する農泊推進研究会

○ コロナ禍において観光需要が停滞する中、農⼭漁村の多様な観光資源を活⽤したコンテンツの質を向上等の⽅向性について模索する
ため、農観連携の取組の⼀環として観光事業者等の関係者の連携を強化する観点から、 令和３年度から令和４年度にかけて観光
関係の有識者などで構成される「多様な地域資源の更なる活⽤に関する農泊推進研究会」を開催。

主な委員意⾒ 現状・今後の⽅向性

充
実

情
報
発
信

・コンテンツ情報が⼀覧、⼀元化されたプラットフォーム構築

農
泊
推
進
体
制

強
化

・地域課題に応じた多彩な専⾨家のマッチング・派遣を実施。
・効果的な⽀援の在り⽅等について農⽔省として引き続き検
討

・旅⾏者や旅⾏会社等の双⽅で活⽤可能なプラットフォー
ムのモデル構築、検証を令和５年度までに実施予定。

・⼈材育成・確保に係る⽀援の在り⽅等について農⽔省と
して引き続き検討。

・アルベルゴ・ディフーゾ（AD）やオスピタリタ・ディフーザ
（OD）のような地域全体としての取組の在り⽅等につい
て、農⽔省として引き続き検討。

開催
状況 令和３年度 令和４年度

第１回 令和３年７⽉９⽇ 令和４年６⽉３⽇

第２回 令和３年９⽉３⽇ 令和４年８⽉４⽇・５⽇
（岩⼿県遠野市で開催）

第３回 令和４年２⽉２５⽇ 令和４年９⽉３０⽇■オブザーバー 観光庁、⽂化庁、環境省

■有識者委員

皆川 芳嗣⽒
・⽇本ファームステイ協会 理事⻑

みながわ よしつぐ

⽮ヶ崎 紀⼦⽒
・東京⼥⼦⼤学 現代教養学部 教授

やがさき のりこ

柳原 尚之⽒
・柳原料理教室 主宰

やなぎはら なおゆき

中村 朋広⽒
・クラブツーリズム(株)
取締役 創造事業本部⻑

なかむら ともひろ

藤井 ⼤介⽒
・(株)⼤⽥原ツーリズム
代表取締役社⻑

ふじい だいすけ

上⼭ 康博⽒
・(株)百戦錬磨 代表取締役社⻑

かみやま やすひろ

⾼井 晴彦⽒
・⽇本旅⾏業協会
国内・訪⽇旅⾏推進部⻑

たかい はるひこ

中⼭ 忍⽒
・全国旅⾏業協会 経営

調査部次⻑

なかやま しのぶ

杉野 正弘⽒
・⽇本観光振興協会
交流促進部⾨ 審議役 兼 調査
研究部⾨国際業務部⻑

すぎの まさひろ

平野 達也⽒
・国際観光振興機構 企画総室⻑

ひらの たつや

※肩書は令和４年度第３回研究会時点
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農泊推進のあり⽅検討会
○ 平成30年度から令和元年度にかけて、令和２年以降の農泊推進施策の展開⽅向について幅広い視点から検討を進めること

を⽬的とした「農泊推進のあり⽅検討会」を計4回開催し、令和元年6⽉に中間とりまとめを公表。
○ その後の状況変化を踏まえた施策の今後の⽅向性を検討するため、令和４年12⽉より「農泊推進のあり⽅検討会」を再開。
○ 令和５年後半を⽬途に、令和7年頃を⾒据えた新たな農泊推進の実⾏計画をとりまとめる。

第5回農泊推進のあり⽅検討会（令和４年12⽉２⽇開催）

委 員
（五⼗⾳順・

敬称略）

⼤江 靖雄 尾本 英樹 上⼭ 康博 ⽊村 宏
東京農業⼤学国際⾷料情報学部 教授 全国農業協同組合連合会 常務理事 （⼀社）⽇本ファームステイ協会 代表理事 北海道⼤学観光学⾼等研究センター 教授

⾼井 晴彦 デービッド・アトキンソン 平野 達也 ⽮ヶ崎 紀⼦
（⼀社）⽇本旅⾏業協会 国内旅⾏推進部⻑ （株）⼩⻄美術⼯藝社 代表取締役社⻑ （独）国際観光振興機構 企画総室⻑ 東京⼥⼦⼤学現代教養学部 教授

オブザーバー 総務省、観光庁、⽂化庁、環境省、農林⽔産省外⾷・⾷⽂化課、林野庁森林利⽤課、⽔産庁防災漁村課

３⽉（予定） 第６回農泊推進のあり⽅検討会 （論点整理）
３⽉末まで 観光庁︓観光⽴国推進基本計画の改定（農泊の新たな⽬標を記載予定）
５⽉（予定） 第７回農泊推進のあり⽅検討会 （令和7年を⾒据えた実⾏計画とりまとめ）

課題（抜粋）
〈コンテンツ整備〉

○取組が持続的なものとなるような仕組みづくりや効果的な⽀援、地域まるごとホテルの取組への⽀援が必要。
○空き家の活⽤や、農繁期の農作業⼿伝いなど地域課題の解決につながるような仕組みが必要。
○コロナ後のニーズに沿ったトレンドの周知・使いやすい予算措置等が必要ではないか。
○温泉・国⽴公園・重伝建・⽇本遺産など、地域特性を活かした多様な取組が進むような⽀援が必要ではないか。

〈アクセス環境〉
○観光の復活を⾒据え、JNTOとも連携しつつ、地⽅部・農泊地域への来訪に結びつくようなプロモーションが必要ではないか。
○地域において、外国語やオンライン予約への対応、プロモーションを⾒た⽅がすぐに予約に移れる体制整備、予約管理システムの

⾼度化が進むような⽀援が必要ではないか。
〈推進体制整備〉

○地域協議会が観光地域づくりの拠点やランドオペレーターとしての機能をより効果的に発揮するような仕組みが必要ではないか。
○地域おこし協⼒隊やJA、DMO、道の駅などとの役割整理や有機的な連携をさらに図っていく必要があるのではないか。

今後のスケジュール

各農泊地域の現状
○農⼭漁村振興交付⾦の活⽤により、令和3年度までに農泊地域を599地域創出し、施設・体制整備、情報発信は進んでいるが、
なお裾野が広がる余地がある。また、⼀部の地域協議会においては実施体制の確保・継続に懸念が⽣じている。

○地域の多様な主体（⾃治体、DMO、旅⾏会社等）との連携を図りながら取組を進め、延べ宿泊者数も増加している地域が
ある⼀⽅、取り組みの地域⼀体性が不⼗分であったり、地域や宿泊者数が伸び悩んでいる地域も存在。
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